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写真：鳥取県西部地震（平成 12年）時の 
境港市内での復旧作業の様子 

 

地震別建物被害棟数（鳥取県地震・津波被害 
想定調査報告書（平成 30年 12月鳥取県）） 

 

境港市災害廃棄物処理計画 
＜概要版（令和７年（2025年）２月版）＞ 

１．なぜこの計画が必要なのか（計画策定の目的） 

 平成１２年（２０００年）に発生した鳥取県西部地

震をはじめ、境港市（以下「本市」という。）はこれ

までに大きな災害を経験しており、市民が安心し

て暮らせる災害に強いまちづくりが必要となって

います。 

 本計画は、国・県・市の災害対策に関わる各種計 

画・指針との整合・補完を相互に図りながら、万一 

の災害により発生する災害廃棄物の収集・処理に 

対し、迅速かつ的確な対応を取るための基本的な 

事項を定め、市民の生活環境を守り、地域の早期 

復旧・復興に寄与することを目的として策定しました。 

なお、万一の災害発生時には、本計画をベースとして、速やかに災害廃棄物の発生量の推計、

処理期間等の方針及び処理体制について検討を行い、具体的な復旧行動計画「災害廃棄物処理

実行計画」を作成し、連携する各機関と協力して、迅速な支援体制を構築します。 

 

２．想定する災害の種類 

 本計画では、 

① 鳥取県西部地震断層地震（本市地域防災計画で

最大の地震被害（市内一部で震度６強と一部液状

化）を想定） 

② F55 断層地震（県計画で地震と津波の複合的被

害（市内一部震度６強、最大津波 2.4m）により、

最大の災害廃棄物発生量を想定） 

③ 佐渡島北方沖断層地震（本市地域防災計画で、最

大の津波被害（3.7m）を想定） 

の３つに加え、令和３年の大雨等から、④水害につい

ても想定した検討を示しています。 

 

 

 

 

 

 

F55断層 

鳥取県西部地震断層 
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可燃物・可燃系混合物 木質系廃棄物（柱角材・
家具・流木など） 

コンクリートがら 

金属くず 畳・布団類 不燃物（写真は廃家電類） 

主な災害廃棄物（例） 

（参考）既存施設の災害廃棄物処理可能量の推計結果 

３．対象とする廃棄物 

本計画においては、災害により発生する廃棄物(災害廃棄物)と、避難所ごみや仮設トイレ等の

し尿などの被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．災害廃棄物発生量の推計 

本市において、最大の災害廃棄物発生量が見込まれる F55 断層地震の場合、環境省の示す

推計式に則り、推計した災害廃棄物発生量は次のとおりです。 

 

災害廃棄物（全体量） （うち片付けごみ） 津波堆積物 
避難所ごみ 
（発災 1日後） 

182,536 トン 26,250 トン 59,160 トン 1.71 トン/日 

 

施設 処理可能量 

米子市クリーンセンター 23,311 トン/年（最大限活用） 

  

 

 

５．災害廃棄物処理計画―平時の備え 

発災時における混乱を避けるため、本計画を策定し、組織体系や指揮命令系統、各種機関と

の連携協力関係の整理、仮置場における必要面積の推計などを平時から検討します。 
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組織体制図 
 

災害時における各機関等との連携協力に関する整理 

本市の平時のごみ処理区分を考慮した災害廃棄物分別区分 

F55断層地震における仮置場必要面積推計結果 

廃棄物に関する本市と民間業者との協定一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮置場 

 災害の種類により、災害廃棄物の排出スピードは異なりますが、国の指針に沿い、県計画と同様の

方法で、災害廃棄物発生量が最大となる F55 断層地震を前提に推計した仮置場の必要面積及び片

付けごみの仮置場必要面積、津波堆積物の仮置場必要面積の推計結果は次のとおりです。 

 

 

 

６．災害廃棄物処理計画―緊急時対応 

災害発生後の初動期は、人命救助、被災者の健康確保を優先的に行う必要があり、被害状況

の全貌が明らかとなっていない時期です。災害が発生した時は、必要な人員を確保しながら、組

織体制を整備します。災害に伴う廃棄物の処理は、計画的・総合的に作業を行います。 

協定名 協定締結先等 

大規模災害時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定書 
一般社団法人鳥取県産業資源

循環協会 

大規模災害時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定書 鳥取県清掃事業協同組合 

大規模災害時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定書 
境港市循環資源再生利用事業

協同組合 

大規模災害時における災害し尿等の収集運搬の協力に関する協定書 鳥取県環境整備事業協同組合 

大規模災害時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定書 鳥取県リサイクル協同組合 

緊急事態発生時における廃棄物処理に関する協定書 三光株式会社 

仮置場必要面積 
災害廃棄物全体量 （うち片付けごみ） 津波堆積物 

6.0ha 0.9ha 1.1ha 

① 可燃ごみ 
② 木質系ごみ（木製家

具・柱角材・流木など） 
③ 畳・布団類 

④ 金属系ごみ（鉄筋など
の金属くず含む） 

⑤ 不燃ごみ 
（プラスチック類） 

⑥ 不燃ごみ 
（ガラス・陶磁器類） 

⑦ 不燃ごみ（家電類） ⑧ 瓦・がれき 

⑨ コンクリート ⑩ 危険物・有害物 ⑪ その他 
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災害廃棄物処理の流れ 

避難所ごみ・し尿 

避難所ごみを含む生活ごみは、仮置場に搬入せず、既存の施設で処理を行うことを原則とし

つつ、次の事項を勘案して、計画的な収集運搬・処理を行います。 

① 避難所ごみの一時的な保管場所の確保（焼却等の処理前に保管が必要な場合） 

② 支援市町村等からの応援を含めた収集運搬・処理体制の確保 

 

し尿についても、避難所における避難者の生活に支障が生じないよう仮設トイレ（簡易トイレ、

携帯トイレ、消臭剤、脱臭剤等を含む）を確保し設置します。設置後は計画的に管理を行うととも

に、し尿の収集･処理を行っていきます｡ 

 

排出ルールと住民広報 

（１）排出ルール 

仮置場を開設する際には、防災行政無線、広報車、ホームページ等により住民に対し以下のよ

うな点をしっかりと伝えます。 

① 仮置場の場所、搬入時間、曜日等 

② 誘導路（場外、場内）、案内図、配置図 

③ 本市における分別区分 

④ 仮置場に持ち込んではいけないもの（生ごみ、一部の有害ごみ、引火性のもの等） 

⑤ 市内の災害廃棄物であることの確認 

⑥ 仮置場搬入・搬出に関したルートを明示 

（２）住民広報 

 災害時は迅速かつ的確な情報発信を、あらゆる手段を使って行う必要があります。また、住民

からの問い合わせも殺到することが想定されるため、専用の窓口を設置するなどして対応を行

います。 

 

７. 災害廃棄物処理計画―復旧・復興時対応 

処理の基本方針 

多様で多量の廃棄物は、一度に処理施設で処理することが困難なため、撤去された災害廃棄

物を一次仮置場で一時的に集積する必要があります。 

一次仮置場ではこれらを資源化・減量化するため、再生利用が可能な品目はできるだけ分別

して集積・保管していきます。必要に応じて二次仮置場で破砕・選別などの前処理を行った後、

再生利用先や処理・処分先へと移送し処分します。 
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F55断層地震における処理フロー案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収集運搬体制 

災害時に優先的に収集すべき災害廃棄物の種類としては、道路障害物、有害廃棄物、危険物、

仮設トイレのし尿、腐敗性廃棄物等があります。災害発生後は被災状況に応じて収集運搬方法や

ルートを決定します。災害廃棄物の収集運搬業務と並行して通常の生活ごみ収集についてもル

ートの検討を行います（車両等機材が不足する場合は、県に要請し県内市町村間や協定締結団

災害廃棄物の種類 処理の基本方針 

可燃物 焼却処理を基本とし、分別・選別による再生利用可能性（木くずや木製家具

等の木質チップ化等）も検討 

不燃物 埋立処分を基本とし、可能な限り分別・選別による再生利用可能性も検討 

コンクリートがら 全量を再生資材（路盤材、骨材等）として活用 

柱材・角材 全量を燃料（発電等）や再生資材原料（再生木材、製紙等）として活用 

金属くず 全量を金属くずとして売却 

津波堆積物 全量を再生資材（盛土材、埋戻材、建設系原料化等）として活用 

27,375 t 27,375 t

11.3 % 11.3 %

10,479 t 2,096 t

4.3 % 処理余力 23,311 t/年

処理量   10,479 t/3年

54,761 t

22.7 %

215 t

0.1 %

88,127 t 88,127 t

36.5 % 36.5 %

1,578 t 1,578 t

0.7 % 0.7 %

59,160 t

24.5 % 59,160 t

24.5 %

176,241 t

リサイクル率

72.9 %

木くず

破砕施設

可燃物 焼却残渣
焼却施設

（米子市クリーン
センター）

仮置場における
分別等

特別処理※

災
害
廃
棄
物
総
発
生
量

柱角材

自区域内の
一般廃棄物処理施設

焼却量の
20%

不燃物 最終処分場

最終処分（埋立）

その他

津波堆積物

57,071 t

資源化量

（見込み）

コンクリートがら がれき

破砕施設

金属くず 金属類

再生利用事業者

津波堆積物
（不燃・
土砂等）

処 理

再資源化

241,696ｔ

100％

※特別処理

被災地の一般廃棄物処理施設において処理できない災害廃棄物について、広域処理

（近隣自治体等の廃棄物処理施設で処理したり、それでも処理が完結しない場合、本

市は中国ブロック協議会と連携し県外を含めた処理体制を構築）、または民間施設へ

の委託等の方法によって行う廃棄物処理のこと

※四捨五入の関係で合計数字が一致しない場合がある。
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体による支援を受けるよう手配します）。 

 

仮置場の運営 

仮置場では、可能な限り分別を進め、円滑に処理・再資源化が進むよう配慮します。仮置場開

設後は以下の事項等に留意し、管理運営を行います。また、仮置場で必要となる資機材について

は、協定を締結している関係団体等から協力が得られるように体制整備を進めておきます。 

① 人員の確保 

② 災害廃棄物の分別、搬入量・搬出量の管理 

③ 早期搬出と仮置場の整理・整頓 

④ 野焼きの禁止、便乗ごみ・不法投棄の禁止 

⑤ 仮置場の安全管理と災害廃棄物による環境影響対策 

 

リサイクルの促進 

最終処分量を極力削減するために、木くず、コンクリートがら、混合廃棄物等は、可能な限り復

興資材として活用することを基本とします。 

 

自区域内で処理できない廃棄物対策 

自区域内の処理施設で災害廃棄物が処理できない場合には、以下のような手法による処理を

検討します。 

（１）広域処理（県の調整による近隣市町村等の処理施設余力の活用） 

処理期間が長く、復旧・復興に時間がかか 

ると判断した場合は、広域的な処理・処分を 

検討します。広域的な処理・処分を行う場合 

には、まず県を通じた調整により必要な支 

援を受けながら具体的な処理体制を構築し 

ていきます。県内支援により処理の完結が 

難しい場合には、県は市の要請に基づき、 

中国ブロックの広域支援本部と連携を図り 

ながら、調整を行い、中国ブロック災害廃棄 

物対策行動計画による相互協力体制を要請 

していきます。 

 

（２）民間活用（処理業者への処理委託） 

災害廃棄物の処理に当たっては、産業廃棄物処理の技術及び機材を有し大量の廃棄物の処

理に対応できる民間事業者の活用も視野に入れます。民間事業者等の協力を得て災害廃棄物

の撤去や倒壊した建物の解体・撤去、災害廃棄物の処理・処分を行うため、災害廃棄物処理関連

業務を委託することも検討します。 

 

境港市 環境・ごみ対策課 

令和７年３月完成・公開予定 


